
請願第珂6号
野津田公園・上の原の里山環境を市民協酌で保全し

次世代につなIずていくことを求める請願

醜 旨

野津瞬公目は、広さが網haあ り、町国市の公園では最も大きな総合都市公目ですと公目案内パンフレットに「本国は、

陸上競技場をはじめとする運動施設と、北部丘陵地域の谷戸山 (里山)の環党を特徴づける銚 阻 草地が残されて

いる特徴ある公園です」と記されているように、東西に、スポーツと里曲という今日的ニーズを区分した中 わ瓶

多様な出会セЧこよる青少年育成の場、子どもたちのあそび場、憩いの場としてなよ 先躍的な試みが期待されていまし亀

一―と、熊 まがら過去形で言わざるを得ない変化がおきていることを、私たちは大変残念に思い、将来にわたる市a緑計

画に、いま、危惧を感じていま丸

踏弼年 12月 F日、承たちは新聞紙とで「野津田公園中 を改修し、サンカ~観験用競技場として、一万人規模

嬉 客,席と夜蘭照明害整鰭する」との市長の記着発表を知り、大きな驚きと当惑を覚えました。そして、急ピノチで改修工

事が進む中、豊012年 3月 8日 、/ム瀬 の里山エリアである上の原・南入口広場に、突然、勤 場もリジャンを寛花 ― 車

場の建設工事が始まつたので九 近隣住民にも、公目利用者にも、/ム`園管理を行つている指定管理者にさえ、事前になんの

説明もありませんでした。現場に居合わせた市民がすぐに抗議の欄断幕を設置し、業者に工事をストップしてもらV＼ 市に

抗議を行いまし,生 事態は、留、新聞など複数のメディアにとりあげら
'伝

達日、多くの人が見守りに広場醸 まりまし亀

市民の義義に、市担当者lま 『改修工事により錢車場の一部が使えなくなつて駐車場が足りなセ沌 I事朝間中だけの雪瘤駐車

場だ」と弁襲を繰り返しましたが、「でも、なぜ、生物多様性。希少植物保護■ジアとして重点的に保全してきた場所を?」

と、不信の声は高まるぽかりでし亀 これまで長い間、上の原地区の里山除         ために、多くの市民が声

を上げ取り組んで参りまし亀 1999年に市は、上の原地区について谷戸山景観全体の保全活用を図るという約束を公文書で

表明していますとその中で、南入り日広場について「章地的整備を基本とし、現地形を保全しながら、生慈系の連続性を確

保する」と明記していますと                       ヽ

いつそう不信の声に拍車をかけたのtよ 市長への手紙の回答文でし亀「子育て真つ最中のお母さんの代表として」と、「呈

曲保全ニヅアであつた原つぽを、協議もなく銭 にしようとしたことiよ 市民軽視として慎りを感じる人も少なくあ

りませんとと意見を送つたお母さんに、市長lま「上の原駐車場は、橋本等の伐採が必要でないため、自然環境かの影響が少

ないと判断し、選定をいたしました。また、上の原推壌は里貯 主・エリアとしての位置づけはしておりませんので、ど了解

下さい」と、文書を送つてきたのです臼これまでの野津田公園轄 を知る者にとつては驚くべき内容でした.。

Ⅳ扉帯斎¢堪本計画 20始」の中で、野津田公民について「国内の雑木林を院採更新し、伐採した本を毎年2～3月 に炭

続きして、雑本林の保全を図つている。また、ススキ草地は、年に1-2画刈り取ることでススキ原を維持している。そのよ

うな保全され瘤隣牌4鞠 蝉 や自然伸験の場として活用さ

'は

また、攀 力期 襲 じて行われている。」

と保全活動魯殺介していますとここにあげられている場こそ、上の原という“里出
力
なので九

上の原を初めて訪れた人の多くが、道路からわず力璃E堺こつたところに広がる異空間に驚かれますとのび帯榊藍 くまで広

がる谷戸の草原と、ゆるやかな雑本林の丘。ポンコンと中央る盛り上がつたススキ草原は、ぐるりと月園を展望できるビュ

ー不イント。そして何より、こうした茅場こそが、いま、酌 に瀕しているの砿

野津田公目で、長年、自然観察会や体験学習を実践している市民団体は、市民大学「多摩丘陵の自然入F電」をプログラム

の開始以来ヽこの上の原で行つていますと原つぱをテーマとして、その成り立ちや、特有の生物相を受講とに示すことがで

きる場は、町田では、野津日公民の上の原にひろがるススキ草地以外には考えられない状況になつているの立

陸上競技場の改修工事が終了し、上の原の暫定駐車場建設計画はなくなりました。しかし、押 月から始まつた「第二次

野津            において、上の原はらつぱtこ恒久的な駐車スペースを設けるのではないかと疑われる発言

がなされていま
W先 下方、野津岡公目周辺一帯卿 とを進める動きもうねゝがえま現 l町田市緑の基本詢駆能0」lの巻頭

言で、石阪市長は「町田市の貴重な緑を次世代に引き熱 で`いくためにかかわる人々の思いや、取り組みに応え、役立ち、

幅広く活用していただけることを願つています」と、思いを語つていますと今こそ、町園の緑について市民と十分な討議を

と、顧つてやみません。



請願項目

1・ 野津田公園のこれまでの経緯を尊重し、上の原の里[色競 を大切にして、今後も市民協働で保全

と活用を推進してくださし沌

2.市長が考える里山の定義と、市内で憚定している保全封象を明示し、明確で継続的な保全の計画

方針を求めます。

3・「町田市緑の保全と育成に関する瓢 ゝ(1983年 12月 24日付け 条例第37う には、緑の県全と育

成に関する竜要な事項については、市長は町田市みどり委員会の意見を聞かなければならない

(同条例第2条第が動 とされていま坑

市長は、今回のような著しく緑を損なうおそ滉のある事業及び行為に関することや計画の策定や

変更に際しては、上記条例に定められた委員会を速やかに設置し、同委員会の提言に基づいて慎

重1こ輯 ることを求めま坑




